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前号の速報でお伝えしたとおり 、石狩管内江別市に、本年度 5月27日付で消費者被害防止地域ネッ

トワーク （ ネッ トワーク名 ： 江別市消費者被害防止ネッ トワーク ）が設立されました。地域ネッ トワ

ークの設立は石狩管内で 4番目、道内では58番目です。なお、同ネッ トワークは改正消費者安全法に

基づく 「 消費者安全確保地域協議会 」の法的位置付けとなり 、道内では北海道消費者被害防止ネッ ト

ワ―クに続き２番目、市町村単位では道内初です。同日に開催された設立総会に消費者被害防止地域

ネッ トワーク設置促進事業を北海道から受託している （一社 ）北海道消費者協会も出席させていただ

きました。

江別市は以前より、消費者被害の相談を関係機

関と連携を取りながら解決し、その後の支援も行って

きました。また、様々な被害防止活動を推進してきま

したが、昨今の特殊詐欺や悪質商法などの被害から

住民をより強力に守るため地域消費者被害防止ネッ

トワークを設立する運びとなりました。 

構成する団体は、市の経済部商工労働課をはじ

めとする行政機関、

江別警察署、社会福

祉協議会、地域包括

支援センター、民生

委員児童委員連絡協

議会、商工会議所、

金融協会、消費者

協会、防犯協会、

自治会連絡協議会、

高齢者クラブ連合

会など 14団体。 

主な活動内容は、特殊詐欺や悪質商法等の情報

を関係機関と共有し、被害防止体制を整え、年４回

の割合で例会を開き情報交換を徹底することです。 

関係組織一丸となって、消費者被害撲滅にかける熱

意を感じ、同ネットワークの今後の活躍への期待が

高まりました。

このたび、北海道消費者協会の協力を得て、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会として、ま

た道内で 58番目の消費者被害ネットワークとして「江別市消費者被害防止ネットワーク」が設立されました。   

市内では、依然としてインターネット等の通信サービスに係る被害や、特殊詐欺の事例などが後を絶ちま

せん。これらの被害を少しでもなくすため、今後、江別市消費者協会などをはじめとする各関係機関と連携

し、一人でも多くの市民が消費者被害から守られることを期待しています。 

【参考】                                      （江別市消費生活センター長 冨田 敏文氏）  

・平成 27年度消費相談件数内訳について。 

最近はインターネット等の通信サービスに係わるもので 129件、 

次は飲食に供される商品で 45件など。 

・特殊詐欺発生件数（江別警察署調べ）。 

平成 26年 ４件 被害総額 13,600千円、 

平成 27年 ４件 被害総額 15,643千円。 

≪特別寄稿≫ 

≪特別寄稿≫ 

       【事務局】 北海道立消費生活センター http://www.do-syouhi-c.jp  《指定管理者 (一社) 北海道消費者協会》 

 

 

 

 



【 特集 】 地方消費者行政の充実・強化に向けて 

～消費者安全法改正による地方消費者行政の強化～

地域における見守りネットワーク構築に向けた取り組み事例として北海道が、平成 28 年版消費者白書に取

り上げられました。各地域の取り組み事例と一緒に紹介します。        （平成 28年版消費者白書より一部抜粋） 
 

消費者安全法が、2014年 6月改正され、一部の規定を除いて 2016年 4月１日に施行されました。 

  改正消費者安全法では、地方公共団体の関係機関や地域で活動する団体や個人を構成員とした消費者安全確

保地域協議会を設置できることを定めるとともに、地域で活動する「消費生活協力団体」、「消費生活協力員」を育成

確保すること等も規定し、地域の見守りネットワークの構築を進めていくこととしています（図表 1-3-30）。 

高齢者等の消費者被害は、周囲の人たちが高齢者等の消費生活上の安全を常に気を配り、何らかの異変を察

知した場合は、消費生活センター等の機関と連携して、地域で見守る体制を構築することが高齢者等の消費者被害

の拡大防止や未然防止に極めて有効です。 
 

【事例１】道と市町村の協働による地域見守りネット

ワークの設立（北海道） 

2003 年に全国に先駆けて「北海道消費者被害防止

ネットワーク」を設立。消費者行政担当課、消費生活セ

ンター、警察、教育関係、福祉関係、弁護士会、司法書

士会、地域団体・消費者団体が参画。市町村レベルで

のネットワーク設置を促進する北海道の委託事業を道

協会が受託、未設置市町村を訪問して地域ネットワー

ク設置の働きかけを実施。2016年 4月、道のネットワー

クを改正消費者安全法に基づく消費者安全確保地域

協議会として位置付けた。 
 

【事例２】事業者や地域団体が中心となっている水戸

市安心・安全見守り隊（茨城県水戸市） 

2013 年に、高齢者、障害者及び子供が安心して暮ら

せる地域作りを目的として「水戸市要援護者等見守り 

ネットワーク（水戸市安心・安全見守り隊）」を発足した。 

公的機関と事業者等の民間団体で構成。 

 

 

 

 

 

 

 

【事例３】地域包括支援センターと連携強化による高

齢者被害の防止（東京都西東京市） 

2014年度から地域包括支援センターと消費生活セン

ターの連携を強化し高齢者の消費者被害防止に取り

組む。消費生活センターの職員と消費生活相談員が地

域包括支援センターを訪問し、顔の見える関係を構築

するとともに情報交換を実施。 

 

 
 

【事例４】消費生活相談窓口と高齢者見守りネットワ

ークとの連携（愛媛県東温市・松前町・砥部町） 

各市町で消費生活相談の相互協力体制を構築。消

費生活相談窓口が地域包括支援センター、社会福祉

協議会、行政支援員（警察ＯＢ）などの関係機関と連携。

地域包括支援センターや社会福祉協議会の担当職員

に消費生活相談員が同行して訪問相談活動を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 本年度は、先に紹介した江別市を筆頭に、6 月は浦幌町（59 番目）、7 月は豊浦町（60 番目）と中札内村（61

番目）に消費者被害防止地域ネットワークが誕生しています。各自治体では、「特殊詐欺や悪質商法による被

害から地域住民を守る」という共通認識のもと、様々な啓発活動を実践します。 

高齢者等の消費者被害を防止するためには、消費者行政担当だけではなく、福祉関係や地域で活動する団体等の連

携を一層強化し、地域のネットワークによる見守り体制の構築を確かなものにすることが重要です。消費者被害防止地域ネ

ットワーク設立を機に、より一層の被害の未然防止効果が期待できます。 

 

 
「平成 28 年度浦幌町生活安全推進協議会」の定期

総会が 6 月 30 日に開催されました。 

同協議会は、地域の安全を守るため様々な取り組みを

進めていましたが、昨今の特殊詐欺や悪質商法の被害か

ら住民を守るため、本協議を浦幌町の消費者被害防止

地域ネットワークとして位置付けることとなり、同日付で要綱

を改正してネットワーク設立となりました。 

構成する団体は、町の町民課を始めとする行政機関、

池田警察署、地域の連合行政区、教育関係、女性団体

連絡協議会、

老人クラブ連

合会、社会福

祉関係団体、

交通安全協会、

郵便局、金融

関係、農業協

同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、建設業協

会など３７団体。この構成団体は、本年度設立された消

費者被害防止地域ネットワークでは最多です。 

町全体で一丸となって、消費者被害防止に取り組ん

でいます。 

「豊浦町消費者被害防止ネットワーク」が7月13日に

設立されました。 

消費者被害防止地域ネットワーク設置促進事業を北

海道から受託している（一社）北海道消費者協会も設

立会議に出席させていただきました。道協会が昨年７

月に現地訪問をさせていただいた際に、同町は町民に

対し、悪質商法防止の啓発グッズを配布して、被害の

未然防止を図るなど、消費者被害防止地域ネットワー

クへの関心が高いことがうかがわれました。設置要綱

で、「関係機関は連絡ノートに必要事項を記入して事務

局に悪質商法等に関する情報の提供を行うこと。」を明

記しており、情報の共有化を図っていきます。 

構成する団体は、町の水産商工振興課を始めとする

行政機関、伊達警察署、金融機関、漁業協同組合、農

業協同組合、郵便局、商工会、福祉関係など13団体。             

「ネットワークの横のつながりを活かした町ぐるみで

の消費者被害防止対策」や「潜在化している消費者被

害の掘り起こしと救済」をこれからの取り組みとしてい

ます。なお、改正消費者安全法に基づく「消費者安全確

保地域協議会」として本ネットワークは位置付けられま

した。

 

 
 

「平成 28 年度中札内村地域安全推進協議会」の定期

総会が7月25日に開催されました。 同協議会は、地域

の安全のためにこれまでも、様々な取り組みを進めていま

したが、消費者トラブルに関する地域の見守り支援をする

活動の展開を図ることが定期総会で承認され、同日付

けで要綱を改正して消費者被害防止地域ネットワーク設

立の運びとなりました。詳細については、次号でご紹介し

ます。 

 

 

安全・安心な社会をつくろう！ 

ネットワークで 

悪質商法や 

特殊詐欺を 

撃 退！ 

地域で 

一丸となっ

て高齢者等

を守ろう！ 
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見守り
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テレビショッピング
契約条件をよく確認しましょう

●テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かり
にくいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などを
よく確認してから注文しましょう。
●テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、
事業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返
品ができる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」など
の条件があることもあり、注意が必要です。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
（消費者ホットライン188）。

テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛え
ることができるという健康器具を注文し、届

いてすぐに試してみたが思ったようにでき

なかった。返品しようと、業者に連絡すると
「開封した場合、返品は受け付けられない」

と言われた。「実際使ってみなければわか

らないではないか」と苦

情を言ったが「返品
についてはテレビで
も伝えているし、同
封している書類にも
書いてある」と、こち
らの言い分を聞い
てくれなかった。
（70歳代　女性）

ひとこと助言 
契約条件を
確認しよう


